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本コンテンツの内容

1.COVID-19における積極的疫学
調査の位置づけ

2.クラスターをとらえるための調
査のコツ



多くの人が誰にも感染させていないのに
なぜ流行が起こるのか？
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誰にも感染
させない

10人に感染

R0=（0+0+0+0+10)÷5=2

感染者のうち、
8割の者は他の人に感染
させていない。
１／５ルール

出典：押谷仁．「COVID-19への対策の概念」日本公衆衛生学会 新型コロナウイルス関連情報特設サイト
URL https://www.jsph.jp/covid/files/gainen_0402.pdf 一部改変



新型コロナウイルス感染症の特徴と対策

• 8割の感染者が周囲の人に感染させていない

• その一方で、一部の人から多くの人に感染が拡大したと
思われる事例が存在

• 一部の地域で患者クラスター（集団）が発生

新型コロナウイルスの特徴

対策の3本柱

1. クラスター（集団）の早期発見・早期対応
2. 患者の早期診断・ 重症者への集中治療の充
実と医療提供体制の確保

3. 市民の行動変容
⚫ 厚生労働省：新型コロナウイルス感染症対策の基本方針の具体化に向けた専門家の見解（2020年2月24日）

URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newpage_00006.html
⚫ 厚生労働省：新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言（2020年3月19日） URL:

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/ 000610566.pdf の資料から引用



大規模な地域内流行が起こる条件

クラスターの連鎖が起こること
大規模な集団発生から二次的なクラスターへ
出典：押谷仁．「COVID-19への対策の概念」 日本公衆衛生学会 新型コロナウイルス関連情報特設サイト

https://www.jsph.jp/covid/files/gainen_0402.pdf を一部改変



大規模な地域内流行を防ぐ

クラスターの早期検出
発症リスクが高い集団
の特定

積極的疫学調査を短期集中的に実施する
ための準備（人員とノウハウ）が必要

出典：押谷仁．「COVID-19への対策の概念」 日本公衆衛生学会 新型コロナウイルス関連情報特設サイト
https://www.jsph.jp/covid/files/gainen_0402.pdf を一部改変



COVID-19クラスター対策における
積極的疫学調査の位置づけ

① クラスター（集団）の早期発見
発生届から集団発生、患者間のつながりを早期に把握

② 感染源・感染経路の探索
積極的疫学調査を実施し、感染源・経路を特定・推定

③ 感染拡大防止対策の実施
感染者の入院・就業制限措置

濃厚接触者への対応

感染源・経路となった施設、イベントの調査・指導等

クラスター対策
地域内のクラスター（集団）を迅速に把握し、
的確に対応することが感染拡大防止の鍵となる

対応が遅くなるとクラスターの連鎖を生み、
大規模な感染拡大につながる可能性が高まる



新型コロナウイルス感染症患者に
対する積極的疫学調査：法的根拠

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する
法律(感染症法）

(感染症の発生の状況、動向及び原因の調査)

第十五条

•都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又は感染
症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするため
必要があると認めるときは、当該職員に一類感染症、
二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症
若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似
症患者若しくは無症状病原体保有者、新感染症の所
見がある者又は感染症を人に感染させるおそれがあ
る動物若しくはその死体の所有者若しくは管理者そ
の他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせる
ことができる。



出典：春山ら「新型コロナウイルス感染症対策における応援派遣および受援のための手引き」より
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※宿泊療養・自宅療養者については、
看護師・保健師等による健康観察
が行われる

新型コロナウイルス感染症発生時の業務の流れ
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発症日の特定

出典：保健師のための積極的疫学調査ガイド[新型コロナウイルス感染症]-患者クラスター（集団）の迅速な検出に向けて-
https://jeaweb.jp/covid/links/guide_0421.pdf

• 発熱

• 咳

• 倦怠感

• 呼吸苦

• 食欲低下

• 下痢

• 味覚障害

• 嗅覚障害

• ・・・

• 初期症状は風邪やインフルエンザ様症状と類似



発症日の特定と感染可能期間
•新型コロナウイルス感染症の特徴：感染可能期間

出典：保健師のための積極的疫学調査ガイド[新型コロナウイルス感染症]患者クラスター（集団）の迅速な検出に向けて-
https://jeaweb.jp/covid/links/guide_0421.pdf

• 症状が出現する2日前から感染力
があることから、無症状者や症状
が軽度な者ほど行動範囲が広がり、
感染が判明した時点で多くの濃厚
接触者が発生する可能性がある

• 家庭内感染(陽性者の同居者は濃
厚接触者となる可能性が高く、家
族内感染も多い）

感染症予防対策の徹底(発生時対応だけ
でなく、予防に対する普及啓発、市民
の行動変容を促す働きかけも重要）



クラスターの起こる環境

•大声を出す

•歌う

•長時間のおしゃべり

•息が上がる運動

•飲酒や飲食



1
4

クラスターが形成されやすい条件

•重症度とは相関せず、むしろ軽症者のほうが
活動的でクラスター形成の可能性が高い

•実際にクラスターを形成した人の多くは、
咽頭痛、微熱など軽微な症状のみ

•密閉された空間では、想定されている距離
（1-2m）を超えて広い範囲での感染の可能性
あり



引用：内閣官房 新型コロナウイルス感染症対策https://corona.go.jp/proposal/



積極的疫学調査における優先度について
令和2年11月20日事務連絡(厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部）

① 重症化リスクのある者が多数いる場所・集団との
関連

② 地域の疫学情報を踏まえ感染が生じやすいと考え
られる(三密や大声を出す環境、その他濃厚接触が
生じやすい等）状況

重症化リスク因子 評価中の要注意な基礎疾患など

• 65歳以上の高齢者
• 慢性閉そく性肺疾患
• 慢性腎臓病
• 糖尿病 ・高血圧
• 心血管疾患
• 肥満（BMI30以上）

• 生物学的製剤の使用
• 臓器移植後やその他免疫不全
• HIV感染症（特にCD<200以上）
• 喫煙歴
• 妊婦
• 悪性腫瘍

詳細な行動歴の聞き取りは、①、②に関連するものを
優先する。
後ろ向き調査は、発症前7日間を優先する。



孤発例の周辺には、必ずその感染源と
なった見えないクラスターがあるはず

情報の集積と共有



事業場に対する調査のコツ
• 担当者(窓口)の確認

• フロアの見取り図・座席表

• 患者の行動歴（感染可能期間）

• 接触者・接触状況のリストアップ

どのような仕事？室内換気は？職場での
感染症対策・飛沫感染対策は？電話・パソ
コン等の共有物品の有無？外部者との接触・
交流は？周囲に体調不良者は？マスクを外す
機会の有無（昼食・喫煙所、休憩室、更衣）、
会食や接待の機会等

濃厚接触者の特定
職場の消毒に関する指導
※消毒の実施は事業者の責任に基づいて行う



濃厚接触者

•最終接触日から１４日間の健康観察・不要不急
の外出自粛（自宅待機）

•初期スクリーニングとしてのPCR検査※

※自治体ルールに基づいて実施

※潜伏期間を考慮し検査が陰性でも健康観察・外出自粛は継続する

濃厚接触者が居住する地域を管轄する保健所が実
施する

➡管轄外依頼・情報提供



積極的疫学調査における課題と対策①

•患者（確定例）の様々な反応

怒り出す 隠し事・本当の
ことを言わない

症状が重く話を聞
くことができない 調査を拒否

• コミュニケーションスキルを駆
使して、丁寧に粘り強く。

• 対象者とつながり続けること、
支える姿勢を示す

• チームで対応。必ず保健所内で
共有する体制・姿勢で



積極的疫学調査における課題と対策②

•社会不安・差別・偏見

引用：スポニチアネックス 2020年8月4日付記事
https://www.sponichi.co.jp/society/news/2020/0
8/04/kiji/20200803s00042000451000c.html

• 感染者への誹謗中傷
• 本人・家族の特定と排除や差別
• 医療従事者、介護従事者への偏見や
差別

「誰でもかかる可能性はある」
「感染した人を責めない」の

スタンスを貫く

出典：日本赤十字社. 新型コロナウイルスの３つの顔を知ろう！
～負のスパイラルを断ち切るために～
http://www.jrc.or.jp/activity/saigai/news/pdf/211841aef
10ec4c3614a0f659d2f1e2037c5268c.pdf



偏見・差別の実態と対策

① 感染症に関する啓発・偏見差別の防止に向けた注意喚起

② 相談体制の強化

③ 悪質な行為には法的責任が伴うことの市民への周知

④ 情報公開に関する統一的な考え方の整理

⑤ 報道の在り方

⑥ 新型コロナウイルス感染症対策に関する施策の法的位置づけ等

⑦ 保育所等への感染対策等の支援

⑧ 地方自治体や専門家等による情報発信、応援メッセージの発出

• 医療機関・介護施設、従事者、家族への差別的な言動
• 学校や学校関係者等への差別的な言動
• 勤務先に関連するへの差別的な言動
• インターネットやSNS上でのへの差別的な言動
• 職業・国籍を理由にした誹謗中傷
• 県外居住者・県外ナンバー所有者へのへの差別的な言動
• 個人に関連する情報を含む詳細な報道

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/gaiyou_henkensabetsu_torikumi.pdf
出典：新型コロナウイルス感染症対策分科会 偏見・差別とプライバシーに関するワーキンググループ これまでの議論のとりまとめ



感染拡大期における積極的疫学調査

•積極的疫学調査を行う人材の確保・育成

•患者情報や感染状況の的確な把握等が迅速に行
える体制整備

出典：厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード資料 新型コロナウイルス感染症対策の現状と課題(7月14日)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000649239.pdf

これまでのCOVID-19対応で見えてきた課題

•必要人員確保や事前研修

•外部委託・外部資源の活用

• ICTツール等の活用

「保健所の即応体制の整備」のために必要な対策

都道府県知事のリーダーシップの下で、各自治体で
全庁的な業務体制の整備を行うことが必要
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